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平成17年８月１日市議会だより第 228  号

治
法
が
制
定
後
60
年
経
過
し
、「
議
会
と

首
長
と
の
関
係
」
等
に
か
か
わ
る
状
況

が
変
化
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ほ
と
ん
ど
見
直
さ
れ
て
お
ら
ず
、
議
会

に
か
か
る
制
度
が
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
く

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
議
会
制
度
全

般
に
わ
た
る
見
直
し
が
急
務
で
あ
る
。

21
世
紀
に
お
け
る
地
方
自
治
制
度
を

考
え
る
と
き
、
住
民
自
治
の
合
議
体
で

あ
る
「
議
会
」
が
自
主
性
・
自
立
性
を

発
揮
し
て
は
じ
め
て
「
地
方
自
治
の
本

旨
」
は
実
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
時
代

の
趨
勢
に
対
応
し
た
議
会
改
革
な
く
し

て
地
方
分
権
改
革
は
完
結
し
な
い
と
考

え
る
。

よ
っ
て
国
に
お
か
れ
て
は
、
現
在
、

第
28
次
地
方
制
度
調
査
会
に
お
い
て

「
議
会
の
あ
り
方
」
を
審
議
項
目
と
し

て
取
り
上
げ
、
活
発
な
審
議
が
行
わ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
地
方
議
会

制
度
の
規
制
緩
和
・
弾
力
化
は
も
と
よ

り
、
①
議
長
に
議
会
召
集
権
を
付
与
す

る
こ
と
、
②
委
員
会
に
も
議
案
提
出
権

を
認
め
る
こ
と
、
③
議
会
に
附
属
機
関

の
設
置
を
可
能
と
す
る
こ
と
な
ど
、
地

方
議
会
の
機
能
強
化
及
び
そ
の
活
性
化

の
た
め
、
抜
本
的
な
制
度
改
正
が
図
ら

れ
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定

に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
17
年
６
月
23
日
　
　
　
　
　
　
　

大
村
市
議
会

【
提
出
先
】
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大

臣
、
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長

平
成
５
年
の
衆
参
両
議
院
に
お
け
る

地
方
分
権
推
進
決
議
以
降
、
地
方
分
権

一
括
法
の
施
行
や
市
町
村
合
併
に
伴
う

地
方
自
治
に
か
か
る
地
勢
図
の
変
化
な

ど
、
地
方
議
会
を
取
り
巻
く
環
境
は
、

近
時
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。

ま
た
、
今
日
、
三
位
一
体
の
改
革
な

ど
が
進
め
ら
れ
て
い
る
中
で
、
税
財
政

面
で
の
自
己
決
定
権
が
強
ま
れ
ば
、
そ

れ
に
伴
い
議
会
の
執
行
機
関
に
対
す
る

監
視
機
能
を
強
化
し
、
自
ら
住
民
の
た

め
の
政
策
を
発
信
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
必
然
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
、
二
元
代
表
制
の
下

で
の
地
方
議
会
の
役
割
は
一
層
そ
の
重

要
性
を
増
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
住
民

自
治
の
代
表
機
関
で
あ
る
議
会
の
機
能

の
更
な
る
充
実
と
、
そ
の
活
性
化
を
図

る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
一

方
、
各
議
会
に
お
い
て
は
、
自
ら
の
議

会
改
革
等
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
環
境
に
対

応
し
た
議
会
の
機
能
を
十
分
発
揮
す
る

た
め
に
は
、
解
決
す
べ
き
様
々
な
制
度

的
課
題
が
あ
る
。

こ
う
し
た
課
題
は
、
現
行
の
地
方
自

踏
ま
え
、
改
革
案
の
実
現
を
強
く
求
め

る
も
の
で
あ
る
。

記

１
　
地
方
六
団
体
の
改
革
案
を
踏
ま
え

た
概
ね
３
兆
円
規
模
の
税
源
移
譲
を

実
現
す
る
こ
と
。

２
　
生
活
保
護
費
負
担
金
及
び
義
務
教

育
費
国
庫
負
担
金
等
の
個
別
事
項
の

最
終
的
な
取
り
扱
い
は
、「
国
と
地

方
の
協
議
の
場
」
に
お
い
て
協
議
・

決
定
す
る
と
と
も
に
、
国
庫
負
担
率

の
引
き
下
げ
は
絶
対
認
め
ら
れ
な
い

こ
と
。

３
　
政
府
の
改
革
案
は
、
地
方
六
団
体

の
改
革
案
の
一
部
し
か
実
現
さ
れ
て

お
ら
ず
、
地
方
六
団
体
の
改
革
案
を

優
先
し
て
実
施
す
る
こ
と
。

４
　
地
方
六
団
体
の
改
革
案
で
示
し
た

平
成
19
年
度
か
ら
21
年
度
ま
で
の
第

２
期
改
革
案
に
つ
い
て
政
府
の
方
針

を
早
期
に
明
示
す
る
こ
と
。

５
　
地
方
交
付
税
制
度
に
つ
い
て
は
、

「
基
本
方
針
２
０
０
４
」
及
び
「
政

府
・
与
党
合
意
」
に
基
づ
き
、
地
方

公
共
団
体
の
財
政
運
営
に
支
障
が
生

じ
な
い
よ
う
、
法
定
率
分
の
引
き
上

げ
を
含
み
地
方
交
付
税
総
額
を
確
実

に
確
保
す
る
と
と
も
に
、
財
源
保
障

機
能
、
財
源
調
整
機
能
を
充
実
強
化

す
る
こ
と
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定

に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
17
年
６
月
23
日
　
　
　
　
　
　
　

大
村
市
議
会

地
方
六
団
体
は
、「
基
本
方
針
２
０

０
４
」
に
基
づ
く
政
府
か
ら
の
要
請
に

よ
り
、
昨
年
８
月
に
、
地
方
分
権
の
理

念
に
沿
っ
た
三
位
一
体
の
改
革
を
実
現

す
べ
く
、
地
方
六
団
体
の
総
意
と
し
て
、

そ
の
改
革
案
を
小
泉
内
閣
総
理
大
臣
に

提
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
昨
年
11
月
の
「
三

位
一
体
の
改
革
に
つ
い
て
」
の
政
府
・

与
党
合
意
の
税
源
移
譲
案
は
、
そ
の
移

譲
額
を
平
成
16
年
度
分
を
含
め
、
概
ね

３
兆
円
と
し
、
そ
の
約
８
割
を
明
示
し

た
も
の
の
、
残
り
の
約
２
割
に
つ
い
て

は
、
平
成
17
年
度
中
に
検
討
を
行
い
、

結
論
を
得
る
と
し
、
多
く
の
課
題
が
先

送
り
さ
れ
、
真
の
地
方
分
権
改
革
と
は

言
え
な
い
状
況
に
あ
る
。

よ
っ
て
、
政
府
に
お
い
て
は
、
平
成

５
年
の
衆
・
参
両
院
に
よ
る
地
方
分
権

推
進
に
関
す
る
全
会
一
致
の
国
会
決
議

を
は
じ
め
、
地
方
分
権
一
括
法
の
施
行

と
い
っ
た
国
民
の
意
思
を
改
め
て
確
認

し
、
真
の
「
三
位
一
体
の
改
革
」
の
実

現
を
図
る
た
め
、
残
さ
れ
た
課
題
等
に

つ
い
て
、
地
方
六
団
体
の
提
案
を
十
分

地
方
六
団
体
改
革
案
の

早
期
実
現
に
関
す
る
意
見
書

議
員
提
出
議
案
の
意
見
書
６
件
を
可
決

し
、
そ
の
実
現
に
向
け
て
政
府
関
係
機

関
に
送
付
し
ま
し
た
。

意

見

書

地
方
議
会
制
度
の

充
実
強
化
に
関
す
る
意
見
書

【
提
出
先
】
内
閣
総
理
大
臣
、
内
閣
官

房
長
官
、
郵
政
民
営
化
・
経
済
財
政

政
策
担
当
大
臣
、
総
務
大
臣
、
財
務

大
臣
、
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長



―５―

日
本
船
舶
振
興
会
へ
の

交
付
金
軽
減
等
に
関
す
る
意
見
書

競
艇
事
業
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
公
営

競
技
事
業
は
、
長
引
く
景
気
の
低
迷
や
レ

ジ
ャ
ー
の
多
様
化
等
に
よ
り
、
平
成
３
年

度
を
ピ
ー
ク
に
売
上
げ
の
低
下
が
続
き
、

必
死
の
経
営
改
善
努
力
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
い
ず
れ
の
施
行
者
に
お
い
て
も
厳
し

い
経
営
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
。
競

艇
事
業
に
あ
っ
て
は
46
施
行
者
中
、
平

成
13
年
度
及
び
14
年
度
に
お
い
て
一
般

会
計
へ
の
繰
出
し
が
で
き
な
い
施
行
者
が

16
施
行
者
に
及
ぶ
ほ
か
、
単
年
度
赤
字

に
陥
っ
て
い
る
施
行
者
も
多
く
、
平
成

15
年
度
末
に
は
桐
生
市
、
光
市
、
広
島

県
西
部
競
艇
施
行
組
合
な
ど
が
事
業
か
ら

撤
退
す
る
に
至
っ
て
い
ま
す
。

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
の
趣
旨
は
、

「
海
事
思
想
の
普
及
と
地
方
自
治
体
財
政

の
改
善
に
寄
与
す
る
」
こ
と
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
平
成
15
年
度
決
算
で
は
競
艇

事
業
46
施
行
者
の
事
業
収
益
が
７
８
億

４，
５
６
９
万
円
余
に
ま
で
減
少
し
て
い

る
一
方
、
日
本
船
舶
振
興
会
へ
の
交
付
金

は
１
号
交
付
金
、
２
号
交
付
金
合
わ
せ
て

３
５
１
億
７，
０
７
５
万
円
余
り
、
公
営

企
業
金
融
公
庫
納
付
金
が
１
１
２
億
９
３

５
万
円
余
と
な
っ
て
い
ま
す
。

本
市
に
お
い
て
も
、
年
々
競
艇
事
業
経

営
は
苦
し
く
な
っ
て
お
り
、
平
成
14
年

度
以
降
一
般
会
計
へ
の
繰
入
れ
は
で
き
な

い
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
売
上

額
に
応
じ
て
納
付
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い

る
日
本
船
舶
振
興
会
交
付
金
及
び
公
営
企

業
金
融
公
庫
納
付
金
は
平
成
15
年
度
で

そ
れ
ぞ
れ
５
億
４，
７
２
５
万
円
、
１
億

７，
７
０
０
万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

各
施
行
者
と
も
売
り
上
げ
向
上
の
努
力

は
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
ま
ま
で
は

地
方
自
治
体
財
政
の
改
善
に
寄
与
す
る
と

い
う
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法
の
趣
旨
に

反
す
る
ば
か
り
か
、
事
業
自
体
の
存
続
も

危
惧
す
る
深
刻
な
状
況
に
あ
り
ま
す
。

既
に
地
方
競
馬
、
競
輪
、
オ
ー
ト
レ
ー

ス
（
小
型
自
動
車
競
走
）
事
業
に
つ
い
て

は
、
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
交
付
金
の

軽
減
や
支
払
猶
予
措
置
が
新
設
さ
れ
ま
し

た
が
、
競
艇
事
業
に
あ
っ
て
は
昭
和
37

年
の
改
正
以
降
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
法

の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た

公
営
企
業
金
融
公
庫
納
付
金
は
、
公
営
競

技
施
行
団
体
の
売
上
げ
・
収
益
が
急
増
し

た
昭
和
45
年
に
収
益
の
均
て
ん
化
を
目

的
に
時
限
立
法
と
し
て
制
定
さ
れ
、
そ
の

後
も
更
新
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
現
状
で

は
根
拠
を
失
っ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

よ
っ
て
、
政
府
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

次
の
事
項
を
実
現
さ
れ
る
よ
う
強
く
要
望

い
た
し
ま
す
。

記

１
　
日
本
船
舶
振
興
会
へ
の
１
号
交
付

金
、
２
号
交
付
金
を
軽
減
す
る
こ
と
。

２
　
公
営
企
業
金
融
公
庫
納
付
金
制
度
を

廃
止
す
る
こ
と
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定

に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
17
年
６
月
23
日

大
村
市
議
会

【
提
出
先
】
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大

臣
、
国
土
交
通
大
臣

道
路
は
、
国
民
生
活
や
経
済
・
社
会

活
動
を
支
え
る
最
も
基
礎
的
な
施
設
で

あ
り
、
そ
の
整
備
は
全
国
民
が
等
し
く

熱
望
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
高
齢
化
、
少
子
化
が
進
展
し

て
い
る
中
、
21
世
紀
の
社
会
基
盤
を
計

画
的
に
充
実
さ
せ
る
た
め
に
も
、
道
路

整
備
は
一
層
重
要
に
な
っ
て
い
る
。

今
後
、
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
を
推

進
し
、
良
好
な
環
境
の
創
造
、
安
全
で

安
心
で
き
る
国
土
の
充
実
を
図
る
た
め

に
は
、
遅
れ
て
い
る
地
方
の
実
態
を
よ

く
調
査
し
、
効
率
的
な
道
路
網
の
整
備

を
よ
り
一
層
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
不

可
欠
で
あ
る
。

本
県
は
、
我
が
国
の
最
西
端
に
位
置

し
、
多
く
の
離
島
や
半
島
か
ら
な
り
、

地
理
的
・
地
勢
的
に
極
め
て
大
き
な
ハ

ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
背
負
っ
て
お
り
、

道
路
の
整
備
促
進
な
く
し
て
本
県
市
町

村
の
振
興
・
発
展
は
考
え
ら
れ
な
い
状

況
で
あ
る
。

特
に
、
本
市
を
南
北
に
走
る
一
般
国

道
34
号
の
渋
滞
解
消
の
た
め
の
道
路
整

備
は
、
緊
急
か
つ
不
可
欠
な
行
政
課
題

で
あ
る
。

よ
っ
て
、
下
記
事
項
に
つ
い
て
特
段

の
配
慮
が
な
さ
れ
る
よ
う
強
く
要
望
す

る
。

記

１
　
平
成
18
年
度
の
予
算
編
成
に
当
た

っ
て
は
、
道
路
整
備
予
算
の
大
幅
な
確

保
を
図
る
と
と
も
に
、
地
方
の
道
路
整

備
に
重
点
を
置
く
こ
と
。

２
　
道
路
特
定
財
源
制
度
を
堅
持
し
、

一
般
財
源
化
や
他
の
用
途
に
配
分
す
る

こ
と
な
く
、
そ
の
全
額
を
道
路
整
備
に

充
当
す
る
こ
と
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定

に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
17
年
６
月
23
日

大
村
市
議
会
　
　

【
提
出
先
】
内
閣
総
理
大
臣
、
財
務
大

臣
、
国
土
交
通
大
臣
、
総
務
大
臣
、

衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長

道
路
整
備
推
進
に
関
す
る
意
見
書

防風ネット設置後は中止がなくなった「大村ボート」
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住
民
基
本
台
帳
の
閲
覧
制
度
の

早
期
見
直
し
を
求
め
る
意
見
書

現
在
、
個
人
情
報
保
護
に
関
す
る
法

整
備
の
進
展
と
と
も
に
、
行
政
機
関
の

み
な
ら
ず
民
間
事
業
者
に
お
い
て
も
、

よ
り
適
切
な
個
人
情
報
の
保
護
を
図
る

こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
年
４
月
か
ら
個
人

情
報
保
護
法
が
全
面
施
行
さ
れ
た
中
に

あ
っ
て
、
市
町
村
の
窓
口
に
お
い
て
、

住
民
基
本
台
帳
法
第
11
条
に
よ
り
氏

名
、
住
所
、
生
年
月
日
、
性
別
の
４
情

報
が
、
原
則
と
し
て
誰
で
も
大
量
に
閲

覧
で
き
る
状
況
に
あ
り
、
こ
の
点
は
早

急
に
検
討
・
是
正
す
べ
き
課
題
で
あ

る
。住

民
基
本
台
帳
制
度
は
、
昭
和
42
年

制
定
以
来
、
住
民
の
利
便
の
増
進
、
国

及
び
地
方
公
共
団
体
の
行
政
の
合
理
化

を
目
的
と
し
、
居
住
関
係
を
公
証
す
る

唯
一
の
公
簿
と
し
て
、
広
く
活
用
さ
れ

て
き
た
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し

一
方
、
高
度
情
報
化
社
会
の
急
速
な
進

展
に
よ
り
、
住
民
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に

対
す
る
関
心
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
住

民
基
本
台
帳
の
閲
覧
制
度
に
対
す
る
住

民
の
不
満
や
不
安
は
高
ま
っ
て
い
る
の

も
事
実
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
最
近
で
は
閲
覧
制
度
を
悪

用
し
た
悪
徳
商
法
や
不
幸
な
犯
罪
事
件

が
発
生
し
て
お
り
、
住
民
基
本
台
帳
法

第
11
条
に
よ
る
閲
覧
制
度
が
現
実
と
し

て
住
民
の
権
利
を
著
し
く
侵
害
し
つ
つ

あ
り
、
自
治
体
独
自
の
取
り
組
み
で
は

補
い
き
れ
な
い
課
題
を
生
じ
さ
せ
て
い

る
。
住
民
を
保
護
す
べ
き
自
治
体
と
し

て
は
、
現
行
の
閲
覧
制
度
の
も
と
で
は
、

こ
う
し
た
事
態
へ
の
対
応
は
極
め
て
困

難
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
・
政
府
に
対
し
、
住
民

基
本
台
帳
法
に
「
何
人
で
も
閲
覧
を
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
さ
れ

て
い
る
閲
覧
制
度
を
、
原
則
と
し
て
行

政
機
関
等
の
職
務
上
の
請
求
や
世
論
調

査
等
の
公
益
に
資
す
る
目
的
に
限
定
す

る
な
ど
、
抜
本
的
な
改
革
を
早
急
に
講

じ
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定

に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
17
年
６
月
23
日

大
村
市
議
会

【
提
出
先
】
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大

臣
、
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長

義
務
教
育
は
憲
法
の
要
請
に
基
づ

き
、
子
ど
も
た
ち
一
人
一
人
が
国
民
と

し
て
必
要
な
基
礎
的
資
質
を
培
い
、
社

会
人
と
な
る
た
め
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ

ト
で
す
。
義
務
教
育
の
全
国
水
準
の
維

持
向
上
や
機
会
均
等
を
確
保
す
る
の
は

国
の
責
務
で
あ
り
、
義
務
教
育
費
国
庫

負
担
制
度
は
国
と
地
方
が
義
務
教
育
に

係
る
共
同
責
任
を
果
た
す
た
め
の
根
幹

を
担
っ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
政
府
の
「
三
位
一
体
」
改

革
に
お
い
て
は
、
教
育
そ
の
も
の
に
つ

い
て
の
論
議
や
、
国
・
都
道
府
県
・
市

町
村
の
教
育
に
お
け
る
役
割
分
担
の
検

討
が
十
分
に
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
国
庫

補
助
負
担
金
の
大
幅
見
直
し
ば
か
り
が

進
行
し
て
い
ま
す
。

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
が
廃
止

さ
れ
れ
ば
、
厳
し
い
県
税
収
入
の
状
況

に
あ
る
本
県
で
は
、
現
状
の
国
庫
負
担

金
よ
り
も
大
幅
に
下
回
る
財
源
し
か
確

保
で
き
ず
、
都
道
府
県
･
市
町
村
間
の

教
育
格
差
、
離
島
・
へ
き
地
に
お
け
る

義
務
教
育
の
切
り
捨
て
な
ど
に
よ
る
地

域
間
格
差
に
つ
な
が
り
、
い
ず
れ
本
市

の
義
務
教
育
水
準
の
維
持
が
困
難
に
な

る
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。

未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
に
最
善
の

教
育
環
境
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に

は
、
国
が
最
低
保
障
と
し
て
財
政
的
に

下
支
え
し
て
い
る
義
務
教
育
費
国
庫
負

担
制
度
が
必
要
不
可
欠
で
す
。

よ
っ
て
、
政
府
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

国
の
責
務
を
果
た
す
観
点
か
ら
義
務
教

育
費
国
庫
負
担
制
度
を
堅
持
す
る
こ
と

を
強
く
要
望
し
ま
す
。

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定

に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
ま
す
。

平
成
17
年
６
月
23
日

大
村
市
議
会

【
提
出
先
】
内
閣
総
理
大
臣
、
総
務
大

臣
、
財
務
大
臣
、
文
部
科
学
大
臣

大
村
市
議
会
に
お
い
て
は
、
昭
和
17

年
市
議
会
と
し
て
発
足
以
来
、
議
長
職

に
つ
い
て
、
戦
前
戦
後
の
混
乱
期
を
除

き
、
昭
和
26
年
就
任
第
３
代
議
長
よ
り

平
成
15
年
就
任
第
30
代
議
長
ま
で
半
世

紀
以
上
に
亘
り
１
期
を
２
年
と
す
る
慣

行
を
踏
襲
し
て
き
た
。

然
る
に
今
回
第
31
代
議
長
を
選
出
す

る
に
あ
た
り
、
30
代
議
長
川
添
氏
に
お

か
れ
て
は
、
上
記
慣
行
を
踏
襲
せ
ず
そ

の
座
に
固
執
し
30
代
議
長
と
し
て
の
ま

ま
で
あ
り
、
且
つ
本
年
５
月
以
降
の
在

任
期
間
を
半
年
な
い
し
１
年
と
し
て
い
る

現
在
大
村
市
は
厳
し
い
時
代
を
迎
え

て
お
り
、
非
常
に
困
難
な
議
会
運
営
を

強
い
ら
れ
て
い
る
時
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
時
こ
そ
議
会
は
一
致
団

結
し
、
問
題
解
決
を
図
り
、
も
っ
て
市

民
の
信
頼
に
こ
た
え
る
べ
き
で
あ
る
。

30
代
川
添
議
長
が
今
回
採
ら
れ
た
行

動
は
、
議
会
を
混
乱
に
陥
れ
、
市
民
の

信
頼
を
失
墜
し
、
昭
和
17
年
か
ら
続
く

大
村
市
議
会
の
歴
史
を
汚
し
、
ま
た
歴

代
議
長
を
裏
切
る
行
為
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
本
市
議
会
は

川
添
議
長
の
不
信
任
を
決
議
す
る
。

平
成
17
年
６
月
23
日

大
村
市
議
会

義
務
教
育
費
国
庫
負
担
制
度
の

堅
持
に
関
す
る
意
見
書

川
添
議
長
の
不
信
任
に
関
す
る
決
議

決

議

。




